
就労継続支援事業所のＰＲ動画作成について（案） 

 

 

１．目的 

  本委員会の地域課題の一つ「障がい（児）者と地域住民の相互理解」の解決に向けた取

り組みの一環として、障がいのある人に対する理解促進を目的として、就労継続支援事業

所のＰＲ動画を作成する。 

 

 

２．概要 

（１）対象事業所 

   宗谷管内の就労継続支援Ｂ型事業所 １１事業所 

 

（２）動画の時間 

  ア 計１０～１５分程度 １事業所あたり１分程度 

  イ 計３０～３５分程度 １事業所あたり３分程度 

 

（３）動画の内容 

  ア 事業所の外観 

  イ 授産製品 

  ウ 受注業務 

  エ 作業の様子 

 

（４）委員会事務局の役割 

ア 事業所への説明 

イ 動画編集 

  ウ 動画を利用しての広報啓発 

 

（５）事業所の役割 

ア 動画の撮影（撮影機材の用意含む） 

  イ 利用者及び職員を撮影する場合の本人の了承、プライバシーの保護 

 

（６）想定される動画活用の場所及び機会 

  ア キタカラにおける広報 

  イ 障がい福祉関係イベント 

 

（７）課題 

  ア 利用者等のプライバシーの保護 

イ 動画編集に係る資材、技術、知識の問題 

ウ 動画撮影できない事業所への配慮（静止画スライド等動画以外の手段を考慮する等） 

エ 一部の事業所から動画の提出がなくても作成・公開するか。  

資料１－③ 

 


